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第２章
ナイトコンテンツ造成に向けた検討

①ナイトコンテンツコンセプト

②ナイトコンテンツの造成方法

③イベントの実施方針

④通常時とイベント時の運用方法



令和5年度に設置した環境整備を活用した2期工事
① ナイトコンテンツ造成に必要な整備
② イベントとの相乗効果を図る仕組み構築
③ 夜間における勝連城跡の魅力を最大化
④ 維持管理費を抑えると共に、周辺環境との調和を図る

勝連城跡の活用の幅を広げるための夜間イベントの実施
① 環境整備内容を活用
② 滞在型観光による来場者満足度向上
③ 民間事業者による活用促進
④ 夜間イベント
⑤ 来場者増加に資するもの
⑥ 認知度及び魅力向上に繋がる
⑦ 持続可能なイベントとなるような取り組み
⑧ 自治体や観光物産協会等、地域連携

勝連城跡を広く周知するためのメディアプロモーション実施
① 幅広い年齢層にアプローチ
② 映像やSNSを積極的に活用

①ナイトコンテンツコンセプト

■第２章 ナイトコンテンツ造成に向けた検討
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②ナイトコンテンツの造成方法

①城壁へのライトアップと今後の夜間利用の幅を広げるため、
日が落ちてからも安全に城内入場できるよう足元灯の設置を行う。

②今後の夜間利用を見据えて、文化財課と協議検討を行い、一の曲輪、
二の曲輪への配線ルートを確保しておく。

（景観に考慮し、目立たない場所を選定）

③設置工事の際は、入場者（団体予約）の状況を把握しつつ、来訪者の
妨げにならないよう臨機応変な工事対応を実施

（前日に施設運営に団体客の確認を行う）

④現在予定されている城壁周りの樹木伐採工事（2024年11月想定）までに
足元灯を設置。その後、伐採工事の進捗に合わせて城壁外周の工事を組む

⑤設置は置き基礎式の設置とし、基礎の埋設固定は行わない。
場所に応じて照明器具本体が目立たないよう塗装等を行う。
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③イベントの実施方針

④通常時とイベント時の運用方法

イベント開催時も通常営業を行い、リストバンドにてイベント参加者を判別。
夜間はイベント開催時は入場無料として一般開放。

勝連城ナイト

勝連城跡の夜をワクワク

夜間活用を見据えた夜間イベントの企画実施。
地域事業者、沖縄事業者との連携で、勝連城跡の活用の幅を広げ、
滞在型観光の実証イベントとして実施。

世界遺産に泊まって、歴史を感じながらワクワク楽しいコンテンツでうるまの夜を
楽しむスペシャルイベント

星空ナイトシネマ星空キャンプ 琉球ロックライブ

星あそび キッチンカー 熱気球

【コンテンツ】

※熱気球は、天候により左右されやすいため、企画変更を行い、沖縄事業者が運営
しているバンジージャンプを誘致して実施。



第３章
ナイトコンテンツ造成に向けた環境整備

①器具の選定手法

②整備方法

③導入機能の仕様

④工事開始前現場調査

⑤完了検査

⑥整備後の状況
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①器具の選定手法

②整備方法

あまわりパーク側の城壁ライトアップのための投光器

→ 一期工事を踏まえ、現状に沿う器具を選定（２６～４２ページの器具を参照）

夜間利用を見据えた、足元灯の設置

→ 置き基礎設置を前提に、強度、耐久性を兼ね備えた器具を選定
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③導入機能の仕様（照明器具）
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③導入機能の仕様
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③導入機能の仕様
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③導入機能の仕様
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③導入機能の仕様
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③導入機能の仕様
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③導入機能の仕様
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③導入機能の仕様（既存分電盤｜改造箇所）
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③導入機能の仕様（既存分電盤｜改造箇所）
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③導入機能の仕様（既存分電盤｜改造箇所）
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③導入機能の仕様（新設電盤）
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③導入機能の仕様（新設電盤）
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③導入機能の仕様（新設電盤）
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③導入機能の仕様（新設電盤）
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③導入機能の仕様（新設電盤）



■第３章 ナイトコンテンツ造成に向けた環境整備

41

③導入機能の仕様（新設電盤）
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③導入機能の仕様（タイマー）

※取扱い説明書は別紙添付
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④完了検査（検査日:2025年2月14日 14:00～）
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④完了検査
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④完了検査（城壁用投光器）
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④完了検査（城内配管）
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④完了検査（城内配管）
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④完了検査（足元灯及び城壁設置面ゴムシート）
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⑤整備後の状況
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⑤整備後の状況
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⑤整備後の状況
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⑤整備後の状況（日中）
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⑤整備後の状況（日中）
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⑥整備後の状況（日中）
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⑤整備後の状況（日中）

55



■第３章 ナイトコンテンツ造成に向けた環境整備

⑤整備後の状況（夜間）
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第４章
勝連城跡の活用に資する常設設備の検討

①現状整理

②検討結果

③常設設備へ向けたスケジュール
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①現状整理

○本検討の実施背景

・地域活性化と経済波及効果が見込まれるMICE開催等の定期的な需要取り込みには、
継続利用可能な常設設備の導入が必要となる。そのため、令和５年度、令和６年度に
仮設物として設置した設備について常設設備に向けた検討を行う。

○〈仮設〉の取り扱いについて

①今後の環境整備（本格導入）に向けたモニタリング期間（基本１年間。更新あり）とし
て設置

②『史跡勝連城跡保存管理計画』より文化財課の許可範囲として取り扱う
③１年毎に現状変更手続きを行う

許可権限 根拠法令と現状変更に係る行為
文化庁⾧官 1.文化財保護法第125条(現状変更等の制限及び原状回復の命令)

ⅰ)下記2及び3以外で、史跡等の保存に影響を及ぼす行為
市教育委員会 2.文化財保護法施行令第5条第4項

ⅰ)小規模建築物で3カ月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築、改
築又は除去

ⅱ)工作物(建築物を除く)の設置、改修若しくは除去※1又は道路の舗装若しく
は修繕(それぞれ土地の掘削、盛土その他土地の形状の変更を伴わないも
のに限る。)

ⅲ)文化財保護法第115条第1項に規定する史跡名勝天然記念物の管理に
必要な施※2設の設置、改修又は除去

ⅳ)埋設されている電線、ガス管、水管又は下水道管の改修
ⅴ)木竹の伐採(危険防止のための必要な伐採に限る)

許可不要 3.文化財保護法第125条
ⅰ)維持の措置
ⅱ)非常災害のために必要な応急措置
ⅲ)保存に影響を及ぼす行為について影響が軽微なもの

○〈参考〉現状の取扱い（『史跡勝連城跡保存管理計画』p.102より）

※1 改修又は除去にあっては、設置の日から50年を経過していない工作物に係るものに限る。
※2 史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設
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①現状整理

○常設設備を検討している設備

・ライトアップ設備
令和５年度、令和６年度事業で実施した城壁や城内を照らす照明及び設置に伴う配管、
配線など

・安全設備
勝連城跡の来訪者の転倒による怪我が発生する可能性がある箇所の安全設備

（転落防護柵の設置等）
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①現状整理
○関係課ヒアリング結果

関係課（文化財課）とのヒアリングの結果、常設設備に向けて下記の検討が必要であると分かった。

①常設に向けた設計を行う
設置方法の検討や維持管理手法の検討

②「勝連城跡保存管理計画検討委員会」での検討

③『史跡勝連城跡保存管理計画』への反映
「第２章 ７．勝連城跡の本質的価値」
「第３章 保存管理と活用の理念と基本方針」
「第４章 保存管理」
などの該当箇所への反映

④文化庁への許可申請手続き
文化財保護法第１２５条に基づく申請を行う。（提出ルートなど要確認）
『史跡勝連城跡保存管理計画』p.103より

●文化庁⾧官による 現状変更 等の 許可が必要な行為
下記のア～ ケ に該当する行為に対しては、文化庁⾧官による現状変更の許可が必要である。
各行為の取扱基準は以下の とおりである 。
また、現状変更等を認める場合には、事前の発掘調査（史跡の保存に影響を及ぼさない
軽易な建築物、工作物等の場合は立合い等）を行い、重要な遺構が確認された場合には
その保存を図る。

オ 防災上必要な施設の設置・改修
・人命・財産の安全にかかわる施設の設置、改修については、史跡指定範囲以外での設置
では意義を失うものについては、遺構、景観及び眺望に与える影響を十分に検討し軽減
したものについて認める。

ク 公開活用のための整備
・既存の施設・設備等を維持管理する行為は認める。
・復元構造物、遺構表示、解説ツール、園路 といった、解説のための施設・設備の新設に
ついては、設置の目的及び必要性を明確にし、設置場所や 遺構、 景観および眺望に
与える影響 、設置後の維持管理主体、方法 等を十分に検討したものについて認める。

⑤文化庁との補助事業の計画調整
東の曲輪整備計画との調整、補助事業として整理ができるか確認

⑥整備事業の実施
設計業務及び整備業務の発注を行う



■第４章 勝連城跡の活用に資する常設設備の検討

63

②検討結果

○今回の検討により、勝連城跡における常設設備導入について、以下のような進展が見られた。

1.モニタリング期間でのデータ蓄積
仮設設備として設置した令和５年度、令和６年度のライトアップ設備について、約２年間
の間に実施されたイベントで改善点が示された。この改善点を常設設備化に向けた設計や
維持管理手法の検討に活用する予定である。

2. 文化財課との協働
文化財課との連携を深め、常設設備の設置が文化財の価値を損なわない形式で進めら
れるよう調整が図っており、今後の環境整備及び常設設備についての検討においても、
引き続き協議していくことした。

3．設計及び導入方法の検討
関係課とのヒアリングに基づき、設置方法及び維持管理手法の詳細な検討を行い、
本設に向けた具体的な設計案の作成を進める。

4. 保存管理計画への反映作業
ライトアップ設備や安全設備の常設化が、文化財の本質的価値を保持しつつ、保存管理
と活用に協調する形で、『史跡勝連城跡保存管理計画』の該当箇所への反映が推進され
ており、庁内外の委員会での議題として検討していくこと想定される。

5. 文化庁補助事業との連携と調整
東の曲輪整備計画と一貫した計画調整および補助事業としての整理が検討し、
事業の持続可能性と経済的効果を見据えた取り組みへの準備を行うこととした。

６. 整備事業の実施に向けた整理
モニタリング期間のデータ蓄積内容をもとに、設計内容の具体化及び設計業務を
令和９年度から行っていくこととした。

上記の検討結果をもとに、常設設備に向けた具体的なスケジュールで③で示す。
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③常設設備へ向けたスケジュール

常設に向けた導入検討スケジュール 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

①整備計画・設計

②「勝連城跡保存整備委員会」での検討

③「史城跡勝連城跡保存管理計画」への反映

④文化庁への許可申請

⑤補助事業の検討、申請

⑥整備事業の実施計画、実施業務の発注

※「勝連城跡保存整備委員会」は、東の曲輪整備をメインで行っている。ライトアップや
歩道、インフラ整備といった環境整備に関する議論はされていないので、東の曲輪整
備検討期間中に検討していく必要がある。

※


